
　
住
民
告
知
端
末
は
、
災
害
情
報

な
ど
の
緊
急
情
報
や
行
政
情
報
な

ど
、
大
切
な
情
報
を
音
声
で
お
伝

え
す
る
も
の
で
、
多
く
の
世
帯
に

設
置
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
広
報
し
ょ
う
ば
ら
３
月
号
で
お

知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
市
の
初
期

設
定
費
用
「
２
２
８
０
０
円
（
税

別
）」
の
負
担
は
３
月
31
日
を
も
っ

て
終
了
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
住
民
告
知
端
末
を
設
置

し
て
い
た
だ
け
ま
す
が
、
初
期
設

定
費
用
は
原
則
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。

住
民
告
知
端
末

使
用
申
請
の
流
れ
が
変
わ
り
ま
し
た

転
入
者
な
ど
は
設
置
後
に

初
期
設
定
費
用
相
当
額
を

受
け
取
れ
ま
す

　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
、
初
期
設
定
費
用
相
当
額
を
補
助
金

と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
加
入
通
信
回
線
１
回
線
に
つ
き
１
回
限

り
と
し
ま
す
。）

　

Ｕ
タ
ー
ン
を
検
討
し
て
い
る
ご
家
族

な
ど
に
、
ぜ
ひ
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

住民告知端末を設置しましょう!!

　

市
職
員
が
地
域
に
出
向
い
て
、市
の
施

策
や
事
業
な
ど
の
説
明
・
懇
談
を
行
う

「
出
前
ト
ー
ク
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。よ

り
多
く
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
、

本
年
度
も
メ
ニ
ュ
ー
を
更
新
し
ま
し
た
。

「
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
」「
こ
ん
な
こ

と
を
聞
い
て
み
た
い
」と
い
っ
た
ご
要
望

に
お
応
え
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

●
対
象　

　

市
内
に
在
住
、ま
た
は
、通
勤･

通
学

す
る
お
お
む
ね
10
人
以
上
が
参
加
す
る

グ
ル
ー
プ
や
団
体
（
※
政
治
、宗
教
ま
た

は
営
利
を
目
的
と
し
た
集
会
な
ど
は
除

き
ま
す
）

●
実
施
時
間　

　

原
則
と
し
て
平
日
の
９
時
か
ら
21
時

ま
で
で
２
時
間
以
内
。

●
会
場　

　

申
し
込
み
団
体
・
グ
ル
ー
プ
で
準
備

し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他　

　

開
催
を
希
望
す
る
日
の
２
週
間
前
ま

で
に
行
政
管
理
課
ま
た
は
各
支
所
総
務

室
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
・
メ
ニ
ュ
ー
の
一
覧
は
、行
政

管
理
課
・
各
支
所
、各
自
治
振
興
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

行
政
管
理
課
広
報
統
計
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
９

昨年度利用メニューランキング

１位　庄原版終活ノート「いきかたノート」について
２位　災害に備えて
２位　高齢者の健康づくり
３位　「自分だけは大丈夫！？」身近にせまる悪質商法
※昨年度は 100 以上の団体の皆さんに約 200 件利用していただきました。

本年度の主な新メニュー

▶中国四川省綿陽市との交流について
▶観光施策について
▶適正飲酒のすすめ
▶自殺予防ゲートキーパー研修　など

出
前
ト
ー
ク
を

出
前
ト
ー
ク
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い
!!!!

気になる!!

対
象
者

①
転
入
・
転
居
な
ど
に
よ
り
新
た
に
生

じ
た
世
帯
に
属
す
る
人

②
新
た
に
事
業
所
な
ど
を
設
置
し
た
人

③
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
人

※
①
③
は
、
住
民
票
と
同
一
住
所
に
設

置
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

※
②
は
、
市
内
に
設
置
し
た
場
合
に
限

り
ま
す
。

手
続
き
の
流
れ

①
Ｎ
Ｔ
Ｔ
へ
光
回
線
設
置
の
申
し
込
み

　
　
　
　
　

↓

②
光
回
線
設
置
工
事
完
了
後
、
初
期
設

定
費
用
を
Ｎ
Ｔ
Ｔ
へ
直
接
支
払
い
（
Ｎ

Ｔ
Ｔ
か
ら
、
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
面
が
交
付
さ
れ
ま
す
。）

　
　
　
　
　

↓

③
住
民
告
知
端
末
使
用
申
請
・
補
助
金

交
付
申
請

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

▼
印
鑑　

▼
初
期
設
定
費
用
を
支
払
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面　

▼
補
助
金

の
振
り
込
み
口
座
が
確
認
で
き
る
も
の

問
い
合
わ
せ
・
申
請

行
政
管
理
課
広
報
統
計
係

☎
０
８
２
４
‐
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‐
１
１
５
９

ま
た
は
各
支
所
総
務
室
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